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※ 大会役員（県中U15部会長，県南バスケ協会長を含む），審判のみ駐 ⑮ ④
車可になります。太枠内の空いているところに駐車してください。 ⑯ ⑤

※ 一方通行で，矢印の方向に移動するようにしてください。 ⑰ ⑥
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㉔※⑱～ の駐車場所は、
民 最大１２台 軽自動車か小型車しか止め

駐車できます られないようなスペースで
家 す。そのため、軽自動車ま

消火栓 たは小型車をお乗りの先生
ポンプ室 は、できるだけそこに止め

てください。
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